
              

 

平成 2９年 1０月６日 

住 宅 局 住 宅 政 策 課 

住 宅 局 住 宅 生 産 課 

土地・建設産業局不動産業課 

 

「住みたい」「買いたい」既存住宅の流通促進に寄与する事業者団体の 
登録制度（「安心Ｒ住宅」）の説明会（全国６箇所）を開催します 

 
 

 
 
 
 
 
 

※「安心Ｒ住宅」 

耐震性等の品質を備え、消費者のニーズに沿ったリフォームの実施等について適切な情報提供が行わ

れる既存住宅に対し、国の関与のもとで標章付与を行うしくみ。制度概要は参考資料をご覧ください。 

 

＜説明会の概要＞ 

（１）対象者   ： 登録を検討している事業者団体の担当者、 

制度に関心のある宅地建物取引業者・住宅リフォーム事業者 など 

（２）日時・場所 ： 別紙１参照 

（３）開催時間  ： ２時間程度 （開始３０分前に開場） 

（４）主な内容  ： 「安心Ｒ住宅」の制度概要、事業者団体の登録手続き、事業者の役割、 

事業者団体等への支援策等 

（５）講師    ： 国土交通省担当官等 

（６）参加費   ： 無料 

（７）参加方法  ： 事前に参加申込みが必要です。参加を希望される場合は、 

以下のホームページ又は FAX にて申し込みをお願いします。 

 

＜参加申し込み先・問い合わせ先＞ 

「安心 R 住宅」制度説明会 受付窓口（一般社団法人住宅リフォーム推進協議会） 

ＨＰ：http://www.j-reform.com/anshin-r/ 

FAX：03-3261-7730（別紙２をご利用ください） 

TEL：03-3556-5430 

 

（別添資料） 

 参考資料：「安心Ｒ住宅」制度概要 

別紙１：「安心Ｒ住宅」制度説明会開催日時・会場 

別紙２：説明会ＦＡＸ申込書 

 

【お問い合わせ先】 

国土交通省住宅局住宅政策課 住生活サービス産業振興官 古賀、係長 田中 

TEL：03-5253-8111（内線 39217、39235）、03-5253-8504（直通） FAX：03-5253-1627 

国土交通省では、既存住宅の流通促進に向けて、本年中に、「住みたい」「買いたい」既
存住宅の流通促進に寄与する事業者団体の登録制度（「安心Ｒ住宅」※）の運用（団体の
登録）を開始する予定です。 
これに先立ち、本制度への登録を検討している事業者団体や既存住宅の流通に関わる

事業者の方々に対し、制度概要、登録手続き等の周知を図るため、「安心Ｒ住宅」制度の
説明会を、以下のとおり、平成 29 年 10 月 30 日より全国 6 箇所において開催します。 

 


